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農道用砕石を無料配布します

　農道用砕石を無料配布しますので、希望する農道関係者の方は、期

限までにお申込みください。なお、砕石はあくまで農道用のものであ

り、それ以外の目的で申込みすることはご遠慮ください。

　また、｢多面的機能支払交付金事業｣実施地区や農道舗装工事実施路

線、舗装工事計画のある路線は除きます。

☆申込期限　７月２日(金)　※期限厳守

☆申込方法　農政課窓口に備え付けている申込用紙に必要事項を記入

　　　　　　の上、農政課農村整備係にお申込みください。

　　　　　　※電話での申込みは受付していません。

☆配布日時　７月中旬(予定)　※申込者には改めてお知らせします。

☆申込・お問合せ　農政課農村整備係　588ー8274

児童手当｢現況届｣の提出をお忘れなく

　児童手当の現況届は、毎年６月１日の状況を把握し、６月分以降の
手当の受給資格を確認するためのものです。提出がない場合は、手当
を受給できなくなりますので忘れずに提出してください。
　なお、提出された現況届を審査した結果、受給者の変更手続が必要
になることがあります。

☆現況届に必要な書類等
　○ 児童手当現況届(５月末に郵送しています。)
　○ 受給者(児童を養育する者)の健康保険証の写し
　○ その他必要な書類
☆提 出 先　住民課子育て支援係、常盤出張所
☆提出期限　６月30日(水)　

☆児童手当とは　
　次代を担う子どもたちの健やかな成長のために、その保護者などに
対して一定の要件のもとに手当金が支給される制度で、養育している
児童の人数や年齢に応じて支給されます。

○所得制限限度額未満(児童手当)

○所得制限限度額以上(特例給付)

　※年齢が18歳未満の子どものうち、最も年齢の高い者から順に第１
　子、第２子…となります。

　※支給月は６月(２月～５月分)・10月(６月～９月分)・２月(10月
　　～１月分)です。
　※支給日は、支給月の10日です。(10日が休日のときは、その前の
　　平日となります。)
　※原則として、申請した月の翌月からの支給となります。
　※受給者の所得状況等により、支給額の減額や支給されないことも
　　あります。
　※受給するためには、お住まいの市町村で受給の手続が必要です。

☆次の場合には、15日以内に届出が必要です。
　○受給者又は養育している児童の氏名が変わったとき
　○養育している児童の人数が変わったとき
　○引っ越し等により住所が変わったとき(町内から町内への転居・
　　町内から町外への転出)
　○進学等により養育している児童の住所が変わったとき
　○受給者が公務員になったとき
　○受給者が亡くなったとき
　○支給対象の児童が２か月以上の期間(無期限を含む)にわたって、
　　児童福祉施設等へ入所したとき又は里親に委託されたとき　など

☆お問合せ　住民課子育て支援係　☎88ー8184

マイナンバーカードの夜間交付のお知らせ

　マイナンバーカードの交付について、以下の日程で夜間窓口を開設

します。混雑等を避けるため、ご来庁の際は必ず事前予約が必要とな

ります。

☆開 設 日　７月～９月【毎週水曜日】

☆開設時間　午後５時～午後７時30分

☆予約受付時間　平日　午前８時15分～午後５時

☆お問合せ　住民課住民係　588ー8163

６月は｢土砂災害防止月間｣です

　近年、大雨や長雨による土砂崩れ・地すべりなどが多数発生し、甚
大な被害をもたらしています。
　特に梅雨の時期はまとまった降雨が多く、土石流などの大規模な土
砂災害の原因となっていることから、国・県では６月を土砂災害防止
月間と定め、様々な取組を行っています。この機会に、避難場所や持
出品などを再確認し、土砂災害に備えましょう。

☆お問合せ　建設課管理係　588ー8289

支給対象年齢区分 支給手当月額(１人あたり)

３歳未満 15,000円（一律）

３歳～小学校修了前

(小学６年の３月まで)

10,000円（第２子まで）

15,000円（第３子以降）

中学校修了前

(中学３年の３月まで）
10,000円（一律）

支給対象年齢区分 支給手当月額(１人あたり)

中学校修了前まで

(中学３年の３月まで)
5,000円（一律）

　弘前保健所管内において、新型コロナウイルス感染症が拡大しています。町内においては、老人福祉センターや高齢者施設などで感染
者が発生し、学校関係者にも感染者や濃厚接触者が確認され、学校行事や学習活動の変更を余儀なくされる事態となっています。そこで、
これまでお願いしてきました基本的な感染防止対策の継続に加え、次の３点についてお願いします。

新型コロナウイルス感染症にかかる対応について

　ご自身やご家族などを感染症から守るために、これまで以上に緊張感を持って慎重な行動と感染防止対策を徹底してくださるようお願いします。

 　①毎日検温し、風邪の症状などが見られるときは出勤・登校・外出をせず、他人との接触を極力避けてください。

　②事業所や施設等においては、風邪症状などがみられる従業員が出勤しないよう｢休みを取る・取らせる｣職場環境づくりを行ってください。

　③医療・福祉施設等においては、感染拡大が人命に関わる危険性もあることから、対策を今一度徹底してください。

町民ボウリング大会を開催します

　今年も町民ボウリング大会を開催しますので、皆さん奮ってご参加

ください。

☆日　　時　６月26日(土)　午後７時～

☆場　　所　朝日フォーラム(弘前市高田)

☆参 加 料　１人2,000円

☆申込締切　６月22日(火)　

☆申込・お問合せ　スポーツプラザ藤崎　☎75ー3323



ふじめぐり総選挙 実施中！
藤崎町のお店をめぐって

豪華景品をゲットしよう！　

←詳細・応募は

　こちらから

【中止】町図書館おはなし会中止のお知らせ

　６月19日(土)に開催を予定していました、おはなし会｢おはなしの
とびら｣は、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため中止となりま
した。楽しみにしていた皆さんには申し訳ございませんが、ご理解く
ださるようお願いします。
　なお、今後の開催については、随時ホームページや館内掲示でご案
内します。

☆お問合せ   藤崎町図書館  大夢  ☎75ー2288

【中止】ながしこ合同運行中止のお知らせ

　８月８日(日・祝)に開催を予定していました｢ながしこ合同運行｣
は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止となりました。イベ
ントを楽しみにしていた皆さんには申し訳ございませんが、ご理解く
ださるようお願いします。

☆お問合せ　町教育委員会生涯学習課(常盤生涯学習文化会館内)
　　　　　　☎65ー3100

【中止】大ノ里杯争奪第17回藤崎町小学校相撲大会
中止のお知らせ

　今年度の｢藤崎町小学校相撲大会｣は、新型コロナウイルス感染拡大
防止のため中止となりました。大会を楽しみにしていた皆さんには申
し訳ございませんが、ご理解くださるようお願いします。

☆お問合せ　スポーツプラザ藤崎　☎75ー3323

農業を体験してみませんか
～ふじさきあおぞらファーム開催のお知らせ～

　｢農作業を体験してみたい｣｢農業を始めたい｣等、農業に興味がある
方を対象に、農作業を体験できる講習会を開催します。

◎にんにく収穫体験
☆開催時期　７月６日(火)　午前９時～　
☆場　　所　藤崎町大字中野目付近の農地
　　　　　　※午前８時45分までに藤崎町役場へ集合してください。
　　　　　　　その後農地へ誘導します。
　　　　　　※天候等の理由により開催日時や場所を変更する場合が
　　　　　　　あります。
☆講　　師　町内にんにく生産者
☆内　　容　にんにく収穫体験(１時間程度を予定)
☆持 ち 物　長靴、帽子、タオル、農作業用の薄い手袋、飲み物、雨具
　　　　　　※畑に入る前に消毒をしますので、事前準備として長靴
　　　　　　　をよく洗ってきてください。
☆申込締切　６月25日(金)

◎トマト収穫体験
☆開催時期　７月26日(月)　午前９時～
☆場　　所　藤崎町営墓地公園付近の畑(常盤地区)
　　　　　　※午前８時45分までに藤崎町営墓地公園駐車場(藤崎町
　　　　　　　大字若松字安田25－４)へ集合してください。
☆講　　師　町内トマト生産者
☆内　　容　トマト収穫体験(１時間程度を予定)
☆持 ち 物　長靴、帽子、タオル、農作業用の薄い手袋、飲み物
☆申込締切　７月16日（金）

◎共通事項

☆対　　象　農作業に興味がある方
☆申込方法　農政課農政係窓口又は電話

☆申込・お問合せ　農政課農政係　☎88ー8273

 ひろさき広域出愛サポートセンター 休日登録会のお知らせ

 ひろさき広域婚活支援事業実行委員会では、お見合いのセッティン
グや、婚活イベント等を行い、弘前圏域８市町村にお住まいの皆さん
の出会いを応援します。出会いを見つける１歩として、まずは会員登
録してみませんか。

☆開 催 日　【令和３年】６月27日(日)、７月25日(日)、８月22日(日)
　　　　　　　　　　　　９月26日(日)、10月31日(日)、11月21日(日)
　　　　　　　　　　　　12月26日(日)
　　　　　　【令和４年】１月23日(日)、２月27日(日)、３月27日(日)
☆受付時間　正午～午後４時
☆登録会場　ヒロロ３階　｢多世代交流室Ａ｣

☆お問合せ　ひろさき広域出愛サポートセンター
　　　　　　(弘前市大字駅前町9-20 ヒロロ３階「ヒロロスクエア｣内)
　　　　　　☎35ー1123　
　　　　　　メールアドレス：h-deai@city.hirosaki.lg.jp

りんごの葉の草木染めとこぎん刺し体験教室のお知らせ

　りんごの葉を活用した草木染めでこぎん刺しの糸を染め、素敵なこぎ
ん刺しコースターを作ります。弘前の伝統工芸に親しんでみませんか。

☆日　　時　草木染め：７月17日(土)　午前９時30分～午前11時30分
　　　　　　こぎん刺し：７月24日(土)　午前９時30分～正午
　　　　　　※２日間で１セットの講座です。
☆講　　師　草木染め：佐藤 芳子 氏(りんご工房主宰)
　　　　　　こぎん刺し：須藤 郁子 氏(弘前こぎん研究所・青森県伝統工芸士)
☆参 加 料　無料
☆持 ち 物　草木染め：ゴム手袋、エプロン(汚れてもよいもの)
　　　　　　こぎん刺し：染めた糸
☆募集人数　10人(両日参加できる小学校５年生以上)
           ※小学生の参加は保護者の同伴が必要です。　　　　　
☆申込方法　往復はがきに教室名・住所・氏名・年齢・電話番号をご
　　　　　　記入の上、郵送してください。
　　　　　　※往復はがき１枚につき２人まで応募できます。
☆申込締切　７月２日(金)　※必着
　　　　　　※応募多数の場合は抽選で決定し、７月９日(金)までに
　　　　　　　抽選結果をお知らせします。
☆場所・申込　弘前地区環境整備センタープラザ棟　☎36ー3388
　・お問合せ　〒036－8314　弘前市町田字筒井６－２　　　　　　
　　　　　　受付時間：午前９時～午後４時　　　　　　　
　　　　　　※月曜日は休館、月曜日が祝日の場合は翌日が休館
　　　　　　※詳細はプラザ棟のホームページ(http://www.city.    

hirosaki.aomori.jp/kankyoseibi/plaza/)をご覧ください。

｢食育月間｣及び｢食育の日｣のお知らせ

　毎年６月は｢食育月間｣、また毎月19日は｢食育の日｣となっていま
す。食育月間では、国、地方公共団体、関係団体などが協力して、食
育推進活動を重点的かつ効果的に実施し、食育の一層の浸透を図るこ
ととしています。皆さんもこの機会に普段の食生活・食習慣を振り
返ってみましょう。

☆お問合せ　農政課農政係　588ー8273

「ＦＰフォーラムin弘前」開催のお知らせ

　次のとおり｢ＦＰ(ファイナンシャル・プランナー)フォーラムin弘
前｣を開催します。

○講演会｢公的保障まるわかりセミナー｣
☆日　　時　７月３日(土)　午後１時30分～午後３時
☆場　　所　ヒロロ４階 ｢弘前市民文化交流館ホール｣
☆講　　師　ファイナンシャルプランナー 檜川 智 氏

○くらしのお金相談会
☆日　　時　７月３日(土)　【１回目】午後１時～午後１時50分
　　　　　　　　　　　　　【２回目】午後２時～午後２時50分
　　　　　　　　　　　　　【３回目】午後３時10分～午後４時
☆場　　所　ヒロロ３階 ｢多世代交流室Ａ・Ｂ・Ｃ｣
※講演会、相談会いずれも事前予約が必要です。

☆お問合せ　日本FP協会青森支部　☎0120ー874ー251(平日 午前10時～午後５時)


